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年少 局もどこ 青

こども青少年局

　未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切
り拓く力、共に温かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち「よこはま」の実現。

　「第２期 横浜市子ども・子育て支援事業計画～子ども、みんなが主役！よこはま　わくわくプラン～」
に基づき、生まれる前から青少年期に至るまでの、切れ目のない総合的な事業・施策を着実に実施しま
す。

「第２期 横浜市子ども・子育て支援事業計画」における９つの基本施策
1 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援
2 学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進
3 若者の自立支援施策の充実
4 障害児への支援の充実
5 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実
6 地域における子育て支援の充実
7 ひとり親家庭の自立支援／配偶者等からの暴力（ＤＶ）への対応と未然防止
8 児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実
9 ワーク・ライフ・バランスと子ども・青少年を大切にする地域づくりの推進

未来の世代を育むまち「よこはま」

　また、保育ニーズが高い低年齢児の対策として、小規
模保育事業等の地域型保育事業の設置を促進するととも
に、保育所の老朽化に伴う改築についても引き続き取り
組みます。

■保育所等の運営（保育・教育運営課）

　保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等を
利用した場合に共通の仕組みで、子ども・子育て家庭に
質の高い乳幼児期の保育・教育を総合的に提供します。
　子どもの健やかな育ちを支えるとともに、保護者の多
様な働き方への対応や子育てに対する不安感・負担感の
軽減を図るため、多様な保育・教育の場を確保し、乳幼
児期の保育・教育の充実に取り組みます。また、幼児教
育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を
図る少子化対策の観点などを踏まえ、令和元年 10 月か
ら幼児教育・保育の無償化を実施しています。
保育所
　保育が必要な乳児又は幼児を保育することを目的とす
る施設です。現在、市内には 857 施設の保育所（令和 4
年４月現在）があります。
幼稚園
　幼稚園は学校教育法に基づく都道府県の認可を受けて
設置された「学校」です。教育課程に基づく教育が受け
られます。
　現在、市内には 223 園（休園中を除く）の幼稚園があ
り、そのうち 107 園（令和 4 年４月現在）が市町村の確
認を受けた新制度の給付対象施設に移行しています。

子育て支援の推進
■子ども・子育て支援事業計画の推進
（企画調整課）

　「第２期 横浜市子ども・子育て支援事業計画～子ども、
みんなが主役！よこはま　わくわくプラン～」（令和２
年度～６年度）に係る施策・事業の点検・評価を行い、
計画を推進します。

■待機児童対策の推進（保育対策課）

　あらゆる分野での女性の活躍推進等に伴い増加する保
育ニーズに対応するため、既存資源を最大限活用すると
ともに、保育ニーズの高い地域を重点に、必要な保育所
等を整備します。さらに、保育士等の人材確保や、保育
の質の確保・向上にも取り組み、待機児童対策を総合的
に推進していきます。

■保育所等整備の推進（こども施設整備課）

　増加する保育ニーズに対応し、待機児童を解消するた
め、「第２期　横浜市子ども・子育て支援事業計画」に
基づき、認可保育所等の新設などにより、1,290 人の受
入れ枠拡大を図ります。
　建物の内装整備費補助などの手法によって、民間保育
所の整備を進めるとともに、教育と保育を一体的に提供
する認定こども園の設置を推進します。
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っています。横浜で大切にしたい子どもの育ちや学び、
保育の方向性を示す「よこはま☆保育・教育宣言」を活
用し、種別や公私を問わず、質の高い保育を目指して研
修等を実施します。また、オンライン研修の導入により、
遠方やコロナ禍においても研修の参加を推進しています。
保育・教育施設等の給食指導
　市立保育所には、献立の作成や訪問指導を通して栄養
管理や衛生管理を行っています。その他の保育・教育施
設等には、適正な給食運営のために必要に応じて運営指
導を行っています。
　また、市内保育・教育施設等を対象に食物アレルギー
や調理実習等の研修会を実施し、給食運営の質の向上を
図っています。

■幼保小連携・接続事業（保育・教育支援課）

　幼児教育と小学校教育の円滑な接続と双方の教育の充
実を図るため、幼保小連携及び接続に関する研究、研修、
教育交流等の事業を行っています。オンラインや動画等
を活用することにより、地域・施設の状況に応じた研修・
交流等、幼保小連携を継続して推進しています。
研修・研究事業
　市内に 33 地区の幼保小連携推進地区と、3 地区の接
続期カリキュラム研究推進地区を設け、「横浜版接続期
カリキュラム」を活用して、カリキュラムの検証や開発
を行い、その研究成果を市内に発信しています。
　幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、義務教育学
校、特別支援学校の教諭・保育士同士の接続期研修等を
行い、相互理解や教育連携を深めています。
交流事業
　各区ごとに、幼保小連携にかかわる教職員合同研修や、
園児と児童の交流、保育・授業参観、保護者も参加する

「健やか子育て講演会」等を行っています。

■地域における子育て支援の推進 （ 地 域 子
育て支援課、保育・教育運営課、保育・教
育支援課）

地域子育て支援拠点
　いつでも親子が交流でき、子育て相談、情報提供、利用
者支援等の機能を持つとともに、地域の子育て支援活動の
ネットワークを進め、子育て支援の人材育成機能等も併せ
持つ、総合的な子育て支援の拠点を設置しています。令和
3 年度は、25 か所で実施しました。
横浜子育てサポートシステム
　地域の中で子どもを預かってほしい人と子どもを預か
る人が会員として登録し、会員相互の信頼関係のもとに
子どもの預け・預かりを行うシステムです。令和 3 年度
は、45,114 件の活動を実施しました。
親と子のつどいの広場
　子育て中の親子が気軽に集い、子育てについて同じよ
うな不安や悩みを持つ仲間との団らん・交流する場を提
供し、子育てに関する不安の解消を図ります。令和 3 年
度は、67 か所で実施しました。
子育て支援者の配置
　地区センター等の市民利用施設で地域の身近な相談役

認定こども園
　幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持つ施設です。幼
保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の４つの類型
があります。市内には 64 か所（令和 4 年４月現在）あります。
横浜保育室
　認可外保育施設のうち、保育料や保育環境、保育時間
など、市が独自に設けた基準を満たしている施設を横浜
保育室として市が認定し助成しています。市内に 20 か
所（令和 4 年 4 月現在）あります。
家庭的保育事業
　家庭的保育者（家庭保育福祉員）が、0 歳児から２歳
児までの子どもを対象に、家庭的保育者（家庭保育福祉
員）の自宅等で、少人数で家庭的な雰囲気の中、きめの
細かい保育を行っています。市内に 22 か所（令和 4 年
４月現在）あります。
小規模保育事業
　借り上げたマンションの一室など、保育所に比べて小
規模な施設で、親しみやすく安心が得られる環境の中で、
保育を行う事業です。対象は 0 歳児から 2 歳児までで 1
か所あたりの定員は6名～19名です。市内に229か所（令
和 4 年 4 月現在）あります。
病児保育・病後児保育
　生後 6 か月以降、小学校第 6 学年まで（施設により第 3
学年）の病気又は回復期の児童を、その保護者が仕事、疾
病、事故、出産、冠婚葬祭などやむをえない事由で、家庭
で育児を行うことが困難な期間、専用の保育室で一時的に
保育します。市内に 29 か所（令和 4 年 4 月現在）あります。
一時保育
　保護者等の仕事や疾病、入院等により一時的に家庭で
の保育が困難となる場合や、リフレッシュしたいときな
ど、保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するた
めに児童をお預かり（保育）する制度です。
　市内 513 か所（横浜保育室含む）（令和４年４月現在）
で実施しています。
休日一時保育
　保護者の仕事の都合などにより、日曜や祝日に家庭で子
どもの保育ができないときに、保育所での保育を行ってい
ます。市内 8 か所（令和 4 年４月現在）で実施しています。
24 時間型緊急一時保育
　保護者の病気やお仕事などで、緊急にお子さんを預け
なければならなくなった時、保育所で一時的にお預かり
します。夜間・宿泊も含め、24 時間 365 日対応します。
　市内２か所（令和４年４月現在）の保育所で実施して
います。
乳幼児一時預かり
　保護者等の仕事や疾病、入院等により一時的に家庭での
保育が困難となる場合や、リフレッシュしたいときなど、
理由を問わず子どもを一時的に預かります。
　市内 34 か所（令和４年４月現在）で実施しています。

■保育・教育における人材育成等の推進
　（保育・教育支援課）

研修・研究の実施及びあり方の検討
　保育・教育の質の確保・向上のため、保育所等の職員
向けに研修・研究を実施するほか、園内研修の支援を行
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私立幼稚園研究・研修補助金
　幼児教育の教育水準の向上と発展を図るため、教職員
の研究・研修活動を中心とする公益社団法人横浜市幼稚
園協会の事業に対し、補助しています。

■社会福祉法人の設立認可、社会福祉法人・
施設の指導監査（監査課）

　児童を対象とする社会福祉事業の実施を目的として、
横浜市内に主たる事業所を置き設立する社会福祉法人の
設立認可を行います。
　横浜市の所管する社会福祉法人は 267 法人あり、その
うち、こども青少年局所管法人は 102 法人です。（令和
３年４月１日現在）
　また、社会福祉法人・施設等に対して指導監査を実施
し、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保
を図っています。

放課後児童の育成及び青少年
の自立支援・健全育成

■放課後児童育成施策（放課後児童育成課）

放課後キッズクラブ事業
　放課後キッズクラブは、すべての子どもたちを対象に、
小学校施設を活用して「遊びの場」と「生活の場」を兼
ね備えた安全で快適な放課後の居場所を提供することを
目的として実施しています。
　令和 4 年 4 月 1 日現在の実施か所数は、338 か所です。
放課後児童クラブ事業
　放課後児童クラブは、就労等により昼間家庭に保護者
がいない子どもたちが、安全で豊かな放課後を過ごすた
めに、地域の理解と協力のもと実施しています。
　令和 4 年 4 月 1 日現在の実施か所数は 222 か所です。
特別支援学校はまっ子ふれあいスクール事業
　一部の特別支援学校に設置されているはまっ子ふれあ
いスクールにおいて、学校施設を活用して、遊びを通じ
た異年齢児間の交流を促進すること等を目的として実施
しています。
　令和 4 年４月１日現在の実施箇所数は、５か所です。

■プレイパークの推進（放課後児童育成課）

　子どもたちが公園等の自然環境を活用しながら自由な
遊びができるよう、地域が中心となって行うプレイパー
ク活動を支援しています。

■青少年の自立支援の推進（青少年育成課・
青少年相談センター）

横浜市子ども・若者支援協議会
　「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、すべての
子ども・若者が、他者と交流する中で、自己肯定感を持
ち成長できる社会を目指して「横浜市子ども・若者支援
協議会」を運営しています。

として保護者の交流支援や子育て相談を実施するほか、
子育てグループ活動の場に出向いて活動への助言等を行
い、地域での仲間づくりを支援することで、安心して子
育てができる環境を整備しています。
子育てひろば（認定こども園及び保育所地域子育て支援事業）
　地域の親と子が遊び、交流し、相談できる場として、
すべての市立保育所及び一部の認定こども園・私立保育
所において、園庭開放、育児相談、育児講座等を行って
います。令和 3 年度は、414 か所で実施しました。
私立幼稚園等はまっ子広場
　幼稚園等の園庭・園舎を利用して、園児や地域の幼児
が友達や保護者とともに安全に楽しく遊んで過ごせる
場、また保護者同士が子育てについて交流・情報交換で
きる場を設置しています。令和 3 年度は、42 か所で実施
しました。
子育て家庭応援事業「ハマハグ」
　子育てを地域社会全体であたたかく見守り、応援する
社会的気運を醸成するため、小学生以下の子どものいる
家庭の方や妊娠中の方が、協賛店舗・施設で、設備・備
品の利用や割引・優待など子育てを応援するサービスを
受けられる事業を実施しています。令和 3 年度末時点で
4,514 件の協賛登録がありました。

■幼児教育の支援（保育・教育運営課）

私学助成幼稚園等に係る施設等利用給付費
　幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担
の軽減を図る少子化対策の観点などから実施された幼児
教育・保育の無償化に伴い、私学助成幼稚園等の入園料
と保育料について、無償化された利用料に相当する額を
園に代理受領方式で支給しています。
私立幼稚園等預かり保育事業補助金
　私立幼稚園・認定こども園の施設などを活用して、通
常の教育時間の前後に家庭で保育できない場合に、園児
の保育を行うことにより、待機児童の解消と多様な保育
ニーズに対応しています。
　令和 3 年度には、204 園に対して助成しました。
私立幼稚園２歳児受入れ推進事業
　幼稚園の教育・保育資源を活用することにより、多様
な保育ニーズへの対応を図ることを目的として、令和元
年度からモデル実施を開始しました。
　令和 3 年度には、11 園に対して助成しました。
私立幼稚園等補助金
　幼稚園・認定こども園の施設や設備の充実を目的として
補助しています。令和 3 年度には、274 園に対して助成し
ました。
私立幼稚園等特別支援教育費補助金
　特別支援教育の振興を図るため、障害児が在園する幼
稚園等に対し補助しています。
　令和 3 年度には、578 人に対して助成しました。
私立幼稚園等施設整備費補助金
　幼稚園・認定こども園の良好な教育環境を維持するた
め園舎の大規模修繕に補助しています。
　令和 3 年度には、30 園の大規模修繕に対して助成し
ました。
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青少年相談センター
　おおむね 15 歳から 39 歳までの若者及びその家族を対象
に、ひきこもりや不登校など、若者が抱えている様々な問
題について、電話相談や来所相談、グループ活動などを通
じ、社会参加に向けた継続的な支援を行っています。

　所在地　保土ケ谷区川辺町 5 － 10
　ＴＥＬ　０４５－７５２－８３６６　　ＦＡＸ　０４５－３３２－５０７７

地域ユースプラザ
　青少年相談センターの支所的機能を有する施設とし
て、地域において相談、居場所の運営などを通じ、若者
の自立を支援しています。

よこはま東部ユースプラザ
　所在地　鶴見区鶴見中央 3 － 23 － 8　
　ＴＥＬ　０４５－６４２－７００１　　ＦＡＸ　０４５－６４２－７００３
よこはま西部ユースプラザ
　所在地　旭区二俣川１－２　二宮ビル３階
　ＴＥＬ　０４５－７４４－８３４４　　ＦＡＸ　０４５－７４４－８３２２
よこはま南部ユースプラザ
　所在地　磯子区磯子 3 －４－ 23　浜田ビル２階
　ＴＥＬ　０４５－７６１－４３１３　　ＦＡＸ　０４５－７６１－４０２３
よこはま北部ユースプラザ
　所在地　都筑区茅ケ崎中央 11 －３　ウェルネスセンター

プラザ南ビル３階 A 号室
　ＴＥＬ　０４５－９４８－５５０３　　ＦＡＸ　０４５－９４８－５５０５

地域若者サポートステーション
　ひきこもりや無業状態にある若者及びその家族を対象
とした総合相談を実施し、他の支援機関等と連携しなが
ら就労に向けた継続的な支援を行っています。

よこはま若者サポートステーション
　所在地　西区北幸１－ 11 － 15　横浜 ST ビル３階
　ＴＥＬ　０４５ー２９０－７２３４
よこはま若者サポートステーション・新横浜サテライト
　所在地　港北区新横浜３－ 18 －６　新横浜 TS ビル５階
　ＴＥＬ　０４５ー２９０－７２３４
湘南・横浜若者サポートステーション
　所在地　鎌倉市小袋谷１－ 6 － 1　２階
　ＴＥＬ　０４６７－４２－０２０３

就職氷河期世代相談サポート付集中プログラム事業
　就職氷河期世代の方の就職意欲の向上及び就労に資す
る能力伸長のための「３か月間長期プログラム」、「受講
期間中の定期的な面談」及び「受講後の進路調整」を一
体的に実施し、支援を行っています。
よこはま型若者自立塾
　ひきこもりや無業状態にある若者に対して、共同生活
による生活訓練や就労体験などのプログラムを提供し、
社会的・経済的な自立を支援しています。
寄り添い型生活支援事業
　養育環境に課題がある等支援を必要とする家庭に育つ
小・中学生等が自立した生活を送れるよう、個々の状況
に応じた生活・学習支援を行っています。

 

■青少年育成施策の推進（青少年育成課）

青少年の地域活動拠点
　中・高校生世代を中心とした青少年が安心して気軽に集
い、仲間や多世代との交流、社会参加プログラム等の体験
活動を行う「青少年の地域活動拠点」を実施しています。

南区　青少年の地域活動拠点
　所在地　南区睦町 1 － 15 － 15　横浜青年館内
　ＴＥＬ　０４５－３０８－６６１０
保土ケ谷区　青少年の地域活動拠点
　所在地　保土ケ谷区天王町 1 － 30 － 17　ＭＫビルディング 1 階
　ＴＥＬ　０４５－３３４－３０４２
磯子区　青少年の地域活動拠点
　所在地　磯子区磯子 3 －４－ 23　浜田ビル 2 階
　ＴＥＬ　０８０－４４２３－１８７６
金沢区　青少年の地域活動拠点
　所在地　金沢区谷津町 3 ５９
　ＴＥＬ　０４５－ 3 ７４－４０３５
青葉区　青少年の地域活動拠点
　所在地　青葉区市ケ尾町 1153 －２　ライオンズプラザ市ケ尾 201
　　　　　 青葉区市ケ尾町 1153 －３　第２カブラキビル 301
　ＴＥＬ　０４５－５００－９２５４
都筑区　青少年の地域活動拠点
　所在地　都筑区中川中央 1 － 25 － 1　ノースポート・モー

ル 5 階　都筑多文化・青少年交流プラザ
　ＴＥＬ　０４５－９１４－７１７１
栄区　青少年の地域活動拠点
　所在地　栄区桂町 711　さかえ次世代交流ステーション 2 階
　ＴＥＬ　０４５－８９８－１４００

青少年の交流・活動支援事業
　所在地　中区桜木町１－１　桜木町ぴおシティ６階
　ＴＥＬ　０４５－２６３－８０２０

　青少年の居場所や活動の場の提供など、青少年の健や
かな成長を支援し、社会参画に向かう力を育成するため、
青少年の交流・活動支援事業を実施しています。
青少年指導員事業
　地域社会において青少年の自主的活動とその育成組織
活動の推進に取り組む青少年指導員に対し、情報提供や
活動支援を行うことにより、青少年育成活動の活発化と
効果的推進を図っています。
社会環境改善事業
　地域における有害図書類の適正な区分陳列の促進を通し
て青少年を取り巻く有害環境改善のための取組を行ってい
ます。
青少年団体活動補助事業
　青少年健全育成活動の充実や効果的な推進を図るた
め、横浜市域全般にわたり活動を行っている等の要件を
満たす青少年団体に対し補助を行っています。
公益財団法人よこはまユース補助事業
　本市と連携し、青少年行政の推進に取り組む（公財）
よこはまユースに対し補助を行っています。

	 名　　称	 所　在　地	 電話番号
 三ツ沢公園青少年野外活動センター 神奈川区三ツ沢西町 3 − 1 045 − 314 − 7726

 くろがね青少年野外活動センター 青葉区鉄町 1380 045 − 973 − 2701

 こども自然公園青少年野外活動センター 旭区大池町 65 − 1 045 − 811 − 8444

表1　青少年野外活動センター一覧表
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■青少年関係施設の運営（青少年育成課）

野島青少年研修センター
　所在地　金沢区野島町 24 － 2（野島公園内）
　ＴＥＬ　０４５－７８２－９１６９

　体験学習・集団活動を通して青少年の育成を図るとと
もに、青少年指導者・育成者の研修活動を支援する宿泊
研修施設として、昭和 53 年開館、平成 5 年に移転新築
しました。
青少年育成センター

　所在地　中区住吉町 4 － 42 － 1　関内ホール地下 1・2 階
　ＴＥＬ　０４５－６６４－６２５１

　青少年指導者・育成者の養成や活動支援を通して青少
年育成活動の推進を図る拠点施設として、昭和 61 年に
開館しました。
横浜こども科学館（はまぎん こども宇宙科学館）

　所在地　磯子区洋光台 5 － 2 － 1
　ＴＥＬ　０４５－８３２－１１６６

　科学のふしぎ ･ 面白さの体験を通じて、青少年の創造
性を育む拠点施設として、昭和 59 年に開館しました。
　ネーミングライツスポンサーである横浜銀行との連携
を密にし、宇宙や科学を身近に感じてもらうためのイベ
ントを行っています。
横浜青年館

　所在地　南区睦町 1 － 15 － 15
　ＴＥＬ　０４５－７１１－９６１０

　青少年が文化活動やサークル活動、学習活動等の余暇
活動を行う場として、運営しています。
青少年野外活動センター
　青少年に自然環境における共同生活の場を提供するこ
とにより、その心身の健全な発達を図る施設として、青
少年野外活動センターを運営しています。（表 1 一覧表）

こども福祉保健施策の推進
■児童虐待対策

児童相談所での取組（児童相談所）
　児童相談所は、次代を担う子どもたちの健やかな成長
と幸せを願い、児童福祉法により設けられた専門の相談
機関です。18 歳未満の子どもに関する様々な相談に応
じています。相談に対して助言や他機関へのあっせん、
継続的な支援を行うほか、児童の一時保護や児童福祉施
設への入所、里親への委託等を行っています。
　＜主な相談内容＞
　・子どもの養育に関する相談
　・障害のある子どもの相談
　・非行のある子どもの相談
　・性格や行動、しつけの相談
　・子どもの進路や適性、学業の相談
　・里親に関する相談

　居住区に応じて、次の児童相談所で相談を受け付けて
います。

中央児童相談所（鶴見・神奈川・西・中・南区）
　　　所在地　南区浦舟町３− 44 −２
　　　TEL　045 − 260 − 6510　　FAX　045 − 262 − 4155

西部児童相談所（保土ケ谷・旭・泉・瀬谷区）
　　　所在地　保土ケ谷区川辺町５− 10
　　　TEL　045 − 331 − 5471　　FAX　045 − 333 − 6082

南部児童相談所（港南・磯子・金沢・戸塚・栄区）
　　　所在地　磯子区洋光台３− 18 − 29
　　　TEL　045 − 831 − 4735　　FAX　045 − 833 − 9828

北部児童相談所（港北・緑・青葉・都筑区）
　　　所在地　都筑区茅ケ崎中央 32 −１
　　　TEL　045 − 948 − 2441　　FAX　045 − 948 − 2452

電話児童相談室（電話相談専用）　
　　　TEL　045 − 260 − 4152
　　　電話で相談できる電話相談室を設けています。

よこはま子ども虐待ホットライン
　　　TEL　0120 − 805 − 240
　　　児童虐待に関する相談や通告を、24 時間 365 日、

フリーダイヤルで受け付けています。

区役所での取組（こども家庭課）
　児童虐待に関する相談や通告は、お住まいの区役所でも
お受けしています。
　　各区こども家庭支援課
　　（平日　月～金　午前８時 45 分～午後５時）

青 葉 区 045-978-2460
旭 区 045-954-6160
泉 区 045-800-2465
磯 子 区 045-750-2527
神 奈 川 区 045-411-7173
金 沢 区 045-788-7728
港 南 区 045-847-8413
港 北 区 045-540-2389
栄 区 045-894-8049
瀬 谷 区 045-367-5608
都 筑 区 045-948-2349
鶴 見 区 045-510-1840
戸 塚 区 045-866-8472
中 区 045-224-8171
西 区 045-320-8467
保 土 ケ 谷 区 045-334-6396
緑 区 045-930-2361
南 区 045-341-1152

■ひとり親家庭への援助（こども家庭課）

母子父子寡婦福祉資金貸付制度
　母子家庭・父子家庭・寡婦の経済的自立を助け、生活意
欲の向上を図るとともに、その扶養している児童の福祉を
増進するために、修学資金など 12 種類の資金を貸し付け
ています。
ひとり親家庭への日常生活支援
　就職活動や病気などのために、一時的に乳幼児の保育
や食事の準備、買い物、掃除等の家事が困難になってい
る母子家庭・父子家庭・寡婦に、家庭生活支援員を派遣
しています。
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児童扶養手当
　18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間にあ
る（中度以上の障害がある場合は 20 歳未満）児童を養育
するひとり親家庭の父、母、または父母に代わって養育
している方に手当を支給する制度です（所得制限があり
ます。）。
母子家庭・父子家庭への自立支援給付金の支給
　母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に必要な資格
を取得するための講座を受講するか、学校に通う場合、
受講料の一部や生活費を支給し、経済的な自立を手助け
します。
母子家庭等就業・自立支援センター事業
　就業経験・情報や取得技能の不足から、厳しい雇用環
境にある母子家庭の母等を対象に、セミナーや個別相談・
職業紹介等を実施し、自立に向けた就労支援を行います。

■保護を要する児童への援助（こども家庭課）

児童の保護措置
　児童福祉法に基づいて、保護を要する児童を各種児童
福祉施設・里親に措置・委託しています。
　また、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立
支援施設を各 1 施設設置運営しています。

里親制度
　里親制度は親の病気や死別、離婚、虐待等の様々な事
情により、家庭で生活することができない子どもたちを、
里親が家族の一員として迎え入れ、温かい愛情と家庭的
な雰囲気の中で養育しています。
ファミリーホーム
　様々な事情で家族と一緒に生活することができない児
童を、里親や施設職員等の経験者が、地域の中にある一
般の住居で、少人数制で養育しています。
自立援助ホーム
　義務教育終了後、児童養護施設等を退所して就職する
児童等について、ホーム職員が一緒に生活しながら、自
立が図れるよう援助しています。

■児童手当（こども家庭課）

　次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを
目的に、15 歳に達した日以後の最初の３月 31 日までの
間にある児童（中学校修了まで）の養育者に手当を支給
する制度です。

0 歳以上 3 歳未満　　　　月額 15,000 円
3 歳以上小学校修了前　　月額 10,000 円

（ただし、第 3 子以降は　 月額 15,000 円）
中学校修了前　　　　　  月額 10,000 円
※所得制限超過者は一律  月額 5,000 円
※所得上限超過者は支給なし（令和４年６月～）

■女性福祉相談（こどもの権利擁護課）

　専門の職員が各区福祉保健センターで、女性が抱える
様々な問題に対して相談に応じ、指導や支援を行ってい
ます。緊急に保護を必要とする場合には一時的に施設な
どへの入所を実施します。

■横浜市 DV 相談支援センター
　（こどもの権利擁護課）

　配偶者等からの暴力について、専用電話にて相談を受
け付けています。
TEL 045-671-4275
　（月～金　9：30 ～ 16：30）
　※祝日・年末年始を除く
TEL 045-865-2040
　（月～金　9：30 ～20：00、土日・祝日　9：30 ～16：00）
　※第 4 木曜・年末年始を除く

■こども家庭相談（こども家庭課）

　保健・福祉の連携により、妊娠期・乳幼児期から思春期
までの子どもと保護者を対象とした子育てに関する相談や
情報提供を各区の福祉保健センターで実施しています。

■母子保健（地域子育て支援課）

　妊産婦・乳幼児の健康の保持増進を図るため、妊娠期、
乳幼児期から思春期までのライフステージに応じた母子
保健施策を関係機関との連携・協力のもとに体系的に実
施しています。
妊産婦に対する健診及び相談等
　妊産婦に対する健康診査と保健指導は、疾病や異常を
早期に発見するための機会として、また疾病等の発症を
予防するためにも非常に重要です。特に妊産婦への適切
な指導は、妊娠高血圧症候群等の疾病や産後うつを未然
に防ぐことにもつながります。このため、母子健康手帳・
妊婦健康診査費用補助券（14 回分）・産婦健康診査費用
補助券（2 回分）の交付、母親（両親）教室の開催、母
性相談等の事業を行っています。
こんにちは赤ちゃん訪問
　子育ての孤立化を防ぐため生後４か月までの赤ちゃん
のいるすべての家庭を対象に、横浜市が委任した地域の

「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問し、玄関先などで
出産後に利用できるサービスや地域の子育て情報を提供
しています。
母子訪問指導
　妊娠、出産、育児に関する必要な保健指導を行うため、
妊産婦、新生児、未熟児等に対して、保健師・助産師が

表2　横浜市所管の児童福祉施設 令和３年４月１日現在

区　分
種　別

合
　
計

母 子 生 活 支 援 施 設
助 産 施 設
児 童 養 護 施 設
児 童 自 立 支 援 施 設
乳 児 院
児 童 心 理 治 療 施 設
児童家庭支援センター

合　　　計

　8
　11
　11
　2
　3
　1

　17
53

公
　
立
1
3
1
1
—
—
—
6

私
　
立
　7
　8
　10
　1
　3
　1
　17
47
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家庭を訪問して保健指導を実施しています。
　また、必要に応じ、関係機関との連携強化に努めてい
ます。
乳幼児健康診査等
　乳幼児の健やかな発育・発達や疾病等の予防と早期発見
のため、健康診査と保健指導を実施しています。新生児聴
覚検査、先天性代謝異常症等検査、視聴覚検診等の検査の
ほか、1 歳までに医療機関で受ける乳児健康診査と区福祉
保健センターで受ける 4 か月児・1 歳 6 か月児・3 歳児の
健康診査を行い、乳幼児の発育や発達を節目で確認し、発
育や子育てなどに関して専門相談を行っています。
母子歯科保健
　乳幼児期の歯科疾患の予防及び口腔機能（食べる機能
等）の発達を図り、健全な発育を支援するため乳幼児歯
科健康診査（4 か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児）及び乳
幼児歯科相談、1 歳 6 か月児歯科健診事後指導事業を行
っています。
　また、妊産婦の歯科疾患を予防し、母体の健康を保持
増進させることを目的に妊婦歯科健康診査や妊産婦歯科
相談を実施しています。
妊娠・出産サポート事業
　妊娠・出産の不安や悩みを抱えた方が、電話やメール
で相談できる「にんしんＳＯＳヨコハマ」を運営してい
ます。子どもがいる妊婦で、心身の不調がある方や、出
産後５か月（双子以上の場合は１年）未満の産婦の方で、
日中家事又は育児の支援者がいないため支援が必要な方
が利用できる産前産後ヘルパー派遣事業（原則有料）、
産後間もない外出が難しい時期（４か月未満）に助産師
が訪問支援する産後母子ケア事業を実施（有料）するな
ど、妊娠・出産・産後の支援を行っています。

■不妊で悩む方への支援（地域子育て支援課）
特定不妊治療費助成事業
　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）及び一部の男性
不妊治療を受けている夫婦に対し、保険適用化に伴う経
過措置として、令和３年度以前に治療を開始し、令和４
年度中に終了した治療について１回限り助成を行いま
す。助成額は治療区分により10万円、または30万円です。
不妊・不育相談
・一般不妊・不育相談
　各区福祉保健センターの「女性の健康相談」で、助産
師や保健師が一般的な不妊・不育相談を行っています。
・その他各種相談
　不妊や不育について悩みを抱える方の精神的な負担・
不安の軽減を図るため、不妊・不育専門相談、不妊・不
育心理専門相談、不妊・不育電話相談、不妊・不育ピア
サポートを行っています。

■障害児とその家族への支援
　（障害児福祉保健課、こども家庭課）
未就学児への支援
　市内 8 か所の地域療育センター及び総合リハビリテー
ションセンターにおいて、療育に関する相談、診療・評
価、集団療育及び保育所等への支援を行っています。
　また、発達障害児等の増加を踏まえ、日常生活上の基

表3　横浜市所管の障害児施設数　　		令和 4年4月1日現在

施　設　種　別  施設数 定　員
福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設
医 療 型 障 害 児 入 所 施 設

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー
地 域 療 育 セ ン タ ー 及 び（総合リハビリテーションセンター）

5
3

9

180 人
290 人

832 人

本動作の指導、集団への適応訓練等を行う児童発達支援
事業を実施しています。令和 4 年４月時点での事業所数
は 197 か所です。
学齢障害児への支援
　学齢期の障害児が放課後や長期休暇等をのびのびと過ご
して療育や余暇支援を受けられるよう、放課後等デイサー
ビス事業を実施しています。令和 4 年 4 月時点での事業所
数は 421 か所です。
　また、中学校期以降の、主に発達障害児を対象に、診療や
相談支援を行う学齢後期障害児支援事業を実施しています。
障害児施設の整備
　より望ましい生活環境を確保するために社会福祉法人
が行う、施設の再整備にかかる建設費等を助成していま
す。
特別児童扶養手当
　精神、知的または身体障害等で、政令に定める程度以
上の障害がある 20 歳未満の児童を養育している方に手
当を支給する制度です（所得制限があります）。
その他の支援
　地域訓練会に対する運営費助成、身体障害児者に対す
る奨学金の支弁、訓練・介助器具購入費の助成、契約で
障害児入所施設を利用する場合の利用者負担助成等を行
っています。

ワーク・ライフ・バランス等
の推進
■ワーク・ライフ・バランス等の推進
　（企画調整課、地域子育て支援課）
　社会全体で子育てに取り組む機運を醸成し、ワーク・
ライフ・バランスを推進するため、冊子等を作成・配布し、
啓発を行います。また、祖父母世代を対象に、地域の子
育てへの参加促進を目的とした啓発冊子を作成し、地域
子育て支援拠点等で実施される講座などで活用します。
　父親の育児・家事への関わりを促進するため、地域の
身近な施設等において父親育児支援講座を実施するほ
か、父親の子育てをテーマとしたウェブサイト等による
情報発信を行います。

子どもの貧困対策の推進
■子どもの貧困対策の推進（企画調整課）
　横浜の将来を担う子どもの育ちや成長を守り、貧困が
連鎖することを防ぐため、令和４年３月に策定した「第
２期横浜市子どもの貧困対策に関する計画」に基づき、
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子どもの生活・学習支援の実施か所数等の拡充や、地域
における子どもの居場所づくりに対する支援、困難を抱
えやすいひとり親家庭や児童養護施設等を退所した子ど
もへの支援に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症対策
■子育て世帯への給付（こども家庭課）

　低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親・
ひとり親世帯以外分）新型コロナウイルス感染症による
影響が長期化する中で、食費等による支出の増加の影響
を受け、家計が悪化している低所得のひとり親・ふたり
親の子育て世帯を対象に、児童一人当たり５万円を支給
しました。

（令和４年度も実施しました。）

子育て世帯への臨時特別給付支給事業
　０歳から高校３年生までの子育て世帯に対し、対象児
童一人あたり 10 万円の臨時特別給付金を支給しました。

■ひとり親支援（こども家庭課）

ひとり親世帯フードサポート事業
　感染拡大の影響により経済的に困窮しているひとり親
世帯を支援するため、フードバンクを活用して食品を提
供する仕組みを構築しました。
ひとり親世帯 SNS 就労サポート事業
　感染症のリスクが依然継続している中で、ひとり親世
帯を対面形式だけではなくオンラインでも支援するた
め、ＳＮＳを活用した相談支援体制を強化しました。

■新型コロナウイルス流行下における妊産婦
等総合対策事業（地域子育て支援課）

　感染症のリスクが続く状況でも妊産婦が安心して妊
娠・出産・子育てができるようにするため、「分娩前の
ウイルス検査」や「育児等支援サービス」等に加えて、「安
心して受診できる乳幼児健診」を行うことで、妊産婦等
に寄り添った総合的な支援を実施しました。

■福祉サービス継続支援事業（障害児部分）
（障害児福祉保健課）

　利用者や職員の感染等によって通常とは異なる特別な
体制でのサービス提供を行うなど、感染症拡大の影響に
より経費が増大している障害児通所支援事業所等の事業
者に対し、サービス継続に要したかかり増し経費につい
て、補助金を交付しました。

■児童虐待・ＤＶ対策広報事業（こどもの権
利擁護課）

　外出自粛や休業等に伴う生活不安、ストレスによる児
童虐待や配偶者等からの暴力（ＤＶ）の増加・深刻化が
懸念されるため、様々な広報手段を用いて相談窓口を周
知し、要支援者の孤立化を予防しました。
 

■児童福祉施設等における感染症対策支援事
業（保育・教育運営課、地域子育て支援課、
保育・教育支援課、こどもの権利擁護課、
障害児福祉保健課、放課後児童育成課、青
少年育成課）

　児童福祉施設等は感染症のリスクが継続する中で、適
切な防止対策を行った上で事業を継続することが求めら
れることから、感染防止に資する備品購入・簡易な改修
費等に対する経費に加えて、施設職員が感染症対策の徹
底を図りながら施設運営できるよう必要な経費を補助し
ました。

■新型コロナウイルス感染症患者の子どもの
受け入れ環境整備事業（一時保護事業）（中
央児童相談所）

　保護者が感染症により入院し、親族等による保護も難
しい場合など、やむを得ない事情により保護者不在とな
った子どもについて、旧市民病院保育棟を活用して受入
環境の整備を行いました。

■保育施設再開等支援事業（保育・教育運営課）

　陽性者発生に伴い臨時休園となった施設に対し、速や
かに保育を再開できるよう、消毒等にかかる費用を補助
しました。また、保護者に対し、休園中の代替保育の利
用料を補助しました。

■子ども・子育て分野における「新しい生活
様式」対応事業（地域子育て支援課、保育
対策課、放課後児童育成課）

　令和３年度には、子ども・子育て支援分野における「新
しい生活様式」への対応を進めるため、子育て中の親子
の交流や研修などをオンラインで行うための環境整備
や、令和２・３年度には人材確保に向けたＩＣＴ環境の
改善等を実施しました。




